
 

警報発令時の 

臨時休所について 
 

 

 

警戒レベル３相当以上の防災気象情報（大雨警報・洪水警報等の気象警報）の発令があった

場合は、臨時休所となります。 

 

 

朝から警報が発令している場合 

７：００の時点で警報が発令されている    →    13：00まで休所 

 

12：00の時点で警報が継続されている    →     終日休所 

 

 

開所中に警報が発令された場合 

  発令後から 13：00まで休所 

 

  1３：00以降に警報が発令された場合は発令後から終日休所。 

ただし、来所者の帰宅途中の危険性が想定される場合は、施設内にて柔軟な対応を致し

ます。 

 

 

公共交通機関が運転調整・停止している場合 

スタッフが対応できない状態の間は休所になります。 

 

 

今後、公共交通機関が運転調整・停止する見込みがある場合 

運転調整・停止前に早期閉所する場合があります。 

 

 

ご理解とご協力をよろしくお願いたします。 

おやこふらっとひろば須磨 ℡078-735-0202 


